
2021年4月1日

大阪労働局労働基準部安全課
安全専門官 髙村 泰弘

建設工事における労働災害防止
の重点施策について



2021年4月1日

１ 労働安全衛生法について

２ 労働災害発生状況

３ 大阪労働局
第14次労働災害防止推進計画
大阪発・新４S運動

４ 墜落・転落災害防止について
５ 届出等について

テーマ



2021年4月1日

１ 労働安全衛生法令の概要



労働安全衛生法令の概要（その１）

4

事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。

①安全衛生管理体制を確立し、②労働災害を防止するための具体的措置を実施する義務を負う。
このため、事業者は、

・熱中症対策の実施
・ヒューム、粉じ
ん、騒音等に対する
保護具等の使用

・構造規格、安全装置の具備
・定期及び作業前の点検
・作業計画等の策定

自主的な 健康保持増進措置 快適職場
形成促進

・セーフティアセスメン
ト等の実施

・安全施工サイクル活動
の実施

・職場におけ
る受動喫煙
の防止対策

健康障害防止措置危険防止措置

・安全衛生教育の実施
・足場、手すり等の設置
・誘導者の配置、合図の統
一

建設機械等の安全化 作業の安全化

安全衛生活動

・健康診断
・作業の管理
・作業環境測定

・健康教育、健康相談
・体育活動等
・メンタルヘルス対策

労働衛生の三管理 健康の保持増進

具体的措置

労働基準監督官等による監督・指導
（都道府県労働局、労働基準監督署）

安全衛生管理体制の例
（一般的な工事現場の場合）
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安全衛生管理体制の確立



請負契約

元方事業者

発注者

○関係請負人が労働安全衛生法令に違反しないよう指導（法第29条）
○重層下請による労働者の混在作業によって生ずる労働災害防止のた
め、
• 協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視
• 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助等の実施（法
第30条）

○（請負人の労働者に使用させる場合の）足場、クレーン等の安全確保
（法第31条）

①施工方法、工期等について、労働安全衛生を損なうおそれのある条件
を附さないよう配慮（法第３条第３項）
②一の場所で、二以上の元請事業者に請け負わせている（分割発注）場
合、元請事業者のうちから、統括安全衛生管理を講ずべき者を指名
（法第３０条第２項）

発注者の義務

元方事業者等の義務

労働者

○機械等の安全対策（クレーン、車両系建設機械、車両系荷役運搬機械
等）
○足場、通路、作業構台などの安全対策（墜落・転落防止対策など）
○危険物・有害物による危険・健康障害防止対策（化学物質の管理、ば
く露防止など）
○リスクアセスメントの実施
○労働者への安全衛生教育（雇入れ時教育、特別教育など）
○健康診断の実施（一般健康診断、特殊健康診断）など

一人親方１次
下請業者労働者を雇う事業者の義務

2次
下請業者

発
注

請
負
契
約

労働者

関係請負人
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労働安全衛生法令の概要（その２）



一人親方等の保護に関する法令改正
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労働安全衛生法令の概要（その３）



労働安全衛生法の概要（その４）
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〇労働者の責務

〇 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施
する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。（法第４条）

安全装置を取り外し、又はその機能
を失わせないこと

〇 労働者は、事業者が第第20条から（中略）の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な
事項を守らなければならない。 （法第26条）
←労働者に責務が課されるケースも一部あり



安衛法と刑法の違い

◆刑法（業務上過失致死罪）

足場から人が墜落して犯罪が成立…
《過失と災害の因果関係が必要》

◆安衛法

手すりが無いだけで犯罪が成立
《災害の有無に関係せず》

墜
落 災害を未然に防ぐ

労働安全衛生法令の概要（その５）
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２ 労働災害発生状況



２ 労働災害発生状況（大阪・死亡災害）
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２ 労働災害発生状況（大阪・死傷災害）
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２ 労働災害発生状況（大阪・死亡・墜落）
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令和５年建設業における死傷災害（大
阪）

645人

２ 労働災害発生状況（大阪・事故の型別）
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２ 労働災害発生状況（大阪・死傷・墜落）



2021年4月1日３ 大阪労働局
第14次労働災害防止推進計画



３ 大阪労働局 第14次労働災害防止推進計画

建設業については
令和9年までに

死亡災害を年間10人以下にする

（令和4年と比較して15％以上減少させる）



３ 大阪労働局 第14次労働災害防止推進計画
８ つ の 重 点 対 策

高年齢労働者の
労働災害防止対策

の推進

個人事業者等に対する
安全衛生対策の推進

労働者の健康確保対策
の推進

化学物質等による健康
障害防止対策の推進

自発的に安全衛生対策に
取り組むための意識啓発

メンタルヘルス、過重労働、
産業保健活動

化学物質、石綿、粉じん
熱中症、騒音、電離放射線

労働者の作業行動に
起因する労働災害防止

対策の推進

多様な働き方への対応
や外国人労働者等の労
働災害防止対策の推進

業種別の労働災害防止
対策の推進

陸上貨物運送事業、
建設業、製造業、林業

社会的に評価される環境整備、
災害情報の分析強化、ＤＸの推進



３ 大阪発・新４Ｓ運動について
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４ 墜落・転落災害防止



建設業の墜落・転落災害（死亡災害）の内訳

屋根・屋上等の端・開口部からの災害が約3割
足場からの災害が約2割

107件, 34.0%

87件, 33.2%

56件, 17.8%

50件, 19.1%

16件,

5.1%

25件, 

9.5%

33件, 

10.5%

17件, 

6.5%

103件, 32.7%

83件, 31.7%

屋根・屋上等の端・開口部から

足場に関連 はり・けた等
はしご・脚立 その他

平成27～28年発生分（262件）

令和元年～３年発生分（315件）

通常作業中 29件
うち一側足場 10件

組立・解体中
17件

組立・解体中
21件

通常作業中 39件
うち一側足場 ６件
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４ 墜落・転落災害防止
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１ 一側足場の使用範囲を明確化

一側足場の例

本足場の例
（単管足場）

本足場の例
（枠組足場）

４ 墜落・転落災害防止（足場）
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２ 足場の点検を行う際、点検者の指名を義務付け

参考 足場からの墜落・転落災害防止総合推進要綱

足場の組立て等後の点検者：十分な知識・経験を有する者
・ 足場の組立て等作業主任者で、能力向上教育を受講している者
・ 足場設置届に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者

（例 労働安全コンサルタント（試験区分が土木又は建築の者））
・ 「仮設安全監理者資格取得講習」（全国仮設安全事業協同組合）

を受けた者
・ 「施工管理者等のための足場点検実務研修」（建災防）を受けた者

等
作業開始前の足場の点検者：

職長等足場を使用する労働者の責任者

４ 墜落・転落災害防止（足場）
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３ 足場の完成後等の足場の点検後に記録すべき事項に
点検者の氏名を追加

点検者氏名を記載

点検記録の例

４ 墜落・転落災害防止（足場）



「墜落・転落」×「はしご等」災害に対する対策

墜落、転落
32%

はさまれ、巻き込まれ
11%転倒

11%

その他
46%

事故の型（建設業）

⇒「はしご等」からの墜落・転落災害の防止対策が重要！！

はしご等
30%

足場
14%

屋根、はり、
もや、け…

トラック…

建築物、構…

その他
28%

起因物
（建設業×墜落転落×はしご等）

《労働災害統計
（令和元年確定値）》
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•建設業の休業４日以上の労働災害のうち、「墜落・転落災害」が全体の
３割を超え、そのうち「はしご等」とする災害は、３割程度となり、
「足場」の２倍程度である。

建設業休業４日以上の労働災害「墜落転落」×「はしご等」

４ 墜落・転落災害防止（はしご等）
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（参考）木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル
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（参考）木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル
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（参考）木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル
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（参考）木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル



2021年4月1日
５ 届出等
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⑤電子申請の義務化について５ 届出等（電子申請の義務化）



31

５ 届出等（電子申請の義務化）



被災者が所属する
事業場の事業者職氏名

様式23号 労働者死傷病報告書（休業4日以上）

1.対象
労働者が
① 労働災害
② 工事現場内において負傷、窒息

または急性中毒により
死亡、または休業したとき

（通勤災害は除く）

2.提出義務者
被災者の所属する事業場の事業者

3.提出期限
災害発生後遅滞なく

５ 届出等（電子申請義務化・労働者死傷病報告 ）
様式23号 労働者死傷病報告 （新様式）

元請事業場の労災保険番号

被災者が所属する事業場名
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５ 届出等（電子申請義務化・労働者死傷病報告 ）
様式23号 労働者死傷病報告 （休業４日未満）

1.対象
労働者が
① 労働災害
② 工事現場内において負傷、窒息

または急性中毒により
死亡、または休業したとき

（通勤災害は除く）

2.提出義務者
被災者の所属する事業場の事業者

3.提出期限
四半期ごとに翌月末日
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様式21号 （建設工事 土石採取） 計画届

1.対象（例）
① 高さが31mを超える建設物
等の建設、解体等

② 最大支間50m以上の橋梁の
建設等

③ 最大支間30m以上50m未満
橋梁の上部構造の建設等

④ ずい道等の建設等
⑤ 掘削高さまたは深さが10m
以上である地山の掘削作業

⑥ 建築物等の石綿除去作業

2.提出者
元請事業場

3.提出期限
仕事の開始の日の14日前まで

５ 届出等（建設工事等計画届）
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様式20号 建設物 機械等（設置・移転・変更）届

1.対象（例）
① 足場 （つり足場、張出し足場以外の足場は、高さが10ｍ以上の構造のものに限る）

※ 組立から解体まで60日未満のものは適用除外
② 架設通路（高さ及び長さがそれぞれ10ｍ以上のものに限る）
③ 型枠支保工 （支柱の高さが3.5ｍ以上のものに限る）
2.提出者 元請事業場
3.提出期限 当該工事の開始の30日前まで

５ 届出等（機械等設置届）
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代表取締役等
事業場の代表者を記載

支店長等、適用事業単位
の長でも可能です

様式第1号 共同企業体代表者（変更）届

1.

2.

3.

対 象

提 出 義 務 者

提 出 期 限

:

:

:

二以上の建設業の事業者が、共同企業体を結成し施工するとき

共同企業体を構成する事業場

共同企業体の仕事を開始する日の14日前まで

５ 届出等（共同企業体代表者届）
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関係請負人の労働
者を含めた人数

提出時に判明して
いる事業場の記載
のみで可

対象の規模に
該当しなければ
記載不要

任意様式 特定元方事業者の事業開始報告

関係請負人の労働者と同一の場所において作業をするとき
(10人未満の場合は報告の省略ができます。)

特定元方事業者

作業開始後遅滞なく

1.

2.

3.

対 象

提 出 義 務 者

提 出 期 限

:

:

:

５ 届出等（特定元方事業者の事業開始報告）



ご清聴ありがとうございました


